市有財産賃貸借契約書
　愛西市（以下「貸付人」という。）と○○○○（以下「借受人」という。）とは、市有財産の賃貸借について次の条項により契約を締結する。

　（信義誠実の義務）

第１条　貸付人及び借受人は、愛西市公共施設自動販売機設置者募集要項に基づき、本契約に定められた事項につき、信義に従い、誠実にこれを履行しなければならない。

２　借受人は、賃貸借物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。

　（賃貸借物件）

第２条　賃貸借物件は、次のとおりとする。

	施設名（物件名）
	所在地
	屋内外の別
	貸付面積

	○○○○○○
	愛西市○○○○
	○○
	○○㎡

	○○○○○○
	愛西市○○○○
	○○
	○○㎡


　（使用の目的）

第３条　借受人は、貸付人が公募した際の条件を遵守するとともに、本賃貸借物件を自動販売機設置の用途のみに使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
　（賃貸借期間）

第４条　賃貸借期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。

　（貸付料）

第５条　貸付料は、次のとおりとする。なお、本契約期間の中途において消費税率が改正されたときは、貸付料の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の額は改正税率によるものとする。
	施設名（物件名）
	屋内外の別
	貸付料（月額）

	○○○○○○
	屋内
	金○○○○円　（うち消費税等額 金○○円）

	○○○○○○
	屋外
	金○○○○円


　（貸付料の支払）

第６条　前条に定める貸付料の支払いは年度ごととし、借受人は貸付人の発行する納入通知書により、指定の期日までに支払わなければならない。
　（電気料金の支払）

第７条　借受人は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計る専用子メーターを設置するものとする。

２　貸付人は、自動販売機設置施設の電気使用料の単価に基づき専用子メーターの表示する使用料を計算し、借受人に納入通知書を送付するものとする。

３　借受人は、前項の納入通知書に定める期日までに貸付人に電気料金を支払わなければならない。
（延滞金）

第８条　借受人は、前２条に基づき、貸付人が指定する納付期限までに貸付料及び電気料金を支払わないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（納付期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して貸付人に納付しなければならない。
（契約保証金）

第９条　貸付人は、愛西市契約規則（平成１７年愛西市規則第３８号）第３４条の規定により、借受人の契約保証金の納付を免除することとする。
　（権利義務の譲渡等の制限）

第１０条　借受人は、本契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ貸付人の承諾を得た場合は、この限りでない。

　（一括委任又は一括請負の禁止）

第１１条　借受人は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ貸付人の承諾を得た場合は、この限りでない。
　（契約の解除）

第１２条　貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。

（１）　本契約の締結にあたり虚偽の事実を申請していたとき、又は不正の手段を用いて本契約を締結していたとき

　（２）　借受人がその責めに帰すべき理由により本契約に定める義務を履行しないとき

　（３）　監督官庁より営業停止、又は営業免許、若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

　（４）　賃貸借物件を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき

２　前項の契約解除により借受人が損失を被ることがあっても、貸付人はその損失を補償しないものとする。

３　貸付人は、第１項第４号の規定により本契約を解除する場合は、予告のうえ本契約を解除することができるものとする。
４　借受人は、契約期間満了前に契約を解除しようとする場合、３か月前までに貸付人に書面により申し出なければならない。
　（有益費の請求権の放棄）

第１３条　借受人は、本契約を終了したとき、本賃貸借物件の改良のために費やした金額その他有益費について、その価額の増加が現存する場合であっても、貸付人に対しその費やした金額又は増加額の請求を行わないものとする。

　（損害賠償）

第１４条　借受人は、本契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたとき、その損害に相当する金額を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。

　（原状回復）

第１５条　借受人は、本契約が終了し又は第１２条の規定により本契約が解除されたときは、自己の責任において本賃貸借物件を原状に回復したうえ、貸付人の指定する期日までに明け渡すものとする。

　（本契約の費用）

第１６条　本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて借受人の負担とする。

　（疑義の決定）

第１７条　本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、貸付人及び借受人協議の上、これを定めるものとする。

　上記の契約を証するため、本書２通を作成し、貸付人及び借受人それぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有する。

　　令和　　年　　月　　日

賃貸人　愛知県愛西市稲葉町米野３０８番地

愛西市

愛西市長　　日永貴章　　　㊞
賃借人　（所　在　地）
　　　　　　　（法人等名称）
（代表者氏名）　　　　　　　　㊞
別紙２








